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平成２６年２月１９日判決言渡  

平成２５年(ネ)第１００７０号 著作権侵害差止等請求控訴事件 

（原審 東京地方裁判所平成２４年(ワ)第２５８４３号） 

口頭弁論終結日 平成２６年１月２２日 

            判        決 

   

       控 訴 人（原告）      Ｘ   

       訴訟代理人弁護士     寒 河 江   孝   允 

   

       被控訴人（被告）     有限会社シーエムシー・リサーチ 

       

  

       被控訴人（被告）     株式会社シーエムシー出版              

       

       上記両名訴訟代理人弁護士 櫻   田   喜 貢 穗 

                    今   井       亮 

  

       被控訴人（被告）     Ｙ １ 

            主        文 

     本件控訴を棄却する。 

     控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

            事 実 及 び 理 由           

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人らは，控訴人に対し，連帯して８４万円及びこれに対する平成２４
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年１０月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被控訴人Ｙ１は，控訴人に対し，１００万円及びこれに対する平成２４年１

０月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 

４ 被控訴人有限会社シーエムシー・リサーチ（以下「被控訴人リサーチ」とい

う。）は，控訴人に対し，１００万円及びこれに対する平成２４年１０月１８

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

５ 被控訴人株式会社シーエムシー出版（以下「被控訴人出版」という。）は，

控訴人に対し，５０万円及びこれに対する平成２４年１０月１８日から支払済

みまで年５分の割合による金員を支払え。 

６ 被控訴人らは，原判決別紙書籍目録２の書籍（以下「被控訴人書籍」という。）

を，複製，譲渡あるいは公衆送信してはならない。 

７ 被控訴人らは，被控訴人書籍を廃棄せよ。 

８ 被控訴人らは，被控訴人書籍を電子データで記憶した，ＵＳＢメモリ，ＣＤ

－Ｒ，パソコン内ハードディスクを廃棄せよ。 

９ 被控訴人らは，今後１年間，各自のホームページに，原判決別紙告知文のと

おり，告知文を掲載せよ。 

１０ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人らの負担とする。 

 

第２ 事案の概要 

 １ 控訴人は，被控訴人らに対し，被控訴人らが共謀して被控訴人書籍を作成・

販売し，インターネット上に掲載している行為が，原判決別紙書籍目録記載１の書

籍（以下「本件書籍」という。）に掲載された１４個の表（原判決別紙対照表の左

側に記載されたもの（ただし，ピンク色及び緑色の着色はされていない。）。以下

「本件書籍の各表」と総称する。）についての控訴人の著作権（複製権，譲渡権及

び公衆送信権）及び著作者人格権（同一性保持権及び氏名表示権）を侵害している
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と主張して，①著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，被控訴人ら

に対し，８４万円及びこれに対する不法行為の後である平成２４年１０月１８日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，②著作者

人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき，被控訴人Ｙ１に対し１００

万円，被控訴人リサーチに対し１００万円，被控訴人出版に対し５０万円及びこれ

らに対する平成２４年１０月１８日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害

金の支払を，③著作権法１１２条１項に基づき，被控訴人らに対し，被控訴人書籍

の複製，譲渡あるいは公衆送信の差止めを，④同条２項に基づき，被控訴人らに対

し，被控訴人書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を，⑤同法１１

５条に基づき，被控訴人らに対し，原判決別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求

めた。 

 原判決は，控訴人の請求をいずれも棄却した。 

 ２ 前提となる事実 

 原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の「１ 前提事実（当事者

間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事

実）」（原判決３頁７行目から５頁６行目）に記載のとおりである。 

 

第３ 争点及び当事者の主張 

 １ 争点及び当事者の主張は，原判決「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」

の「２ 争点」（原判決５頁８行目から１３行目）及び「３ 争点に関する当事者

の主張」（原判決５頁１５行目から１１頁１０行目）に記載のとおりである。ただ

し，控訴人は，本件書籍の各表のうち，表２.１，表３.２，表４.１，表５.１，表

６.１，表７.１，表８.１，表１０.１，及び表１１.１については，後記２のとおり

編集著作権のみを主張し，その他の著作権の主張はしない。 

 ２ 控訴人は，当審において，請求原因として(1)のとおり主張し，被控訴人らは

(2)のとおり争った（当審主張）。 
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  (1) 控訴人 

 本件書籍は，その各素材の斬新性と，その各素材の選択及び配列に強い創意と個

性があり，全体として創作性，著作物性を有するものであり，編集著作物としての

構成を有する。 

 すなわち，本件書籍は，部品の機能と空間的な配置を考慮して各表の中で最適の

配列を行い，プラスチックについても必要に応じて分類し（例えば，①汎用プラス

チック，②エンジニアリングプラスチック，③熱硬化性プラスチックなど），成形

方法を記している。したがって，本件書籍は，その素材の選択と配列において，自

動車メーカー及び部品メーカーの読者やユーザーが明快かつ明確に理解して自らの

研究開発・ビジネスを効果的・効率的に進めるためのヒントを受け止められるよう

に，工夫されており，そこに控訴人の発想の独創性と個性が発揮されているから，

全体として編集著作物の構成を有する。 

  (2) 被控訴人ら 

   ア 被控訴人Ｙ１ 

 控訴人は最適の配列を行ったと主張するが，具体的な事実の記述は全くなく，既

に公表されている他の著作者による表を引用しているにすぎないから，本件書籍の

各表は，編集著作物に該当しない。 

   イ 被控訴人リサーチ及び被控訴人出版 

 本件書籍の各表は，①素材の選択においては，当該モジュール・部位の部品を網

羅的に記述しているだけで特段の個性を認めることはできず，②配列については，

自動車業界において一般的に行われている配列と配置にすぎないし，③プラスチッ

クについても，プラスチックにおける一般的な分類がなされ，例外的に，一般的分

類ができない最新技術について並列して項目を設けているにすぎず，④成形方法の

記載があることも，プラスチックの性質からすれば一般的に行われていることで，

何ら個性的ではない。 

 すなわち，本件書籍の各表における，自動車に採用されているプラスチックに関
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する事実の選択及び配列は，自動車産業の業界の者にとっては常識的なものである

ばかりか，本件書籍の発行以前に発行された書籍に依拠するか，そこから引用され

たものにすぎず，何らの創意工夫が表現されたものではない。したがって，本件書

籍の各表は，自動車に採用されているプラスチックに関する事実をごく一般的な表

の形式に整理したものにすぎないから，編集著作物における創作性を認めることは

できない。 

 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も，原判決の認定判断を支持するものであって，控訴人の請求は理

由がないものと判断する。 

 その理由は，次の２のとおり当審主張についての判断を付加するほか，原判決「事

実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」１（１１頁１３行目～１２頁２０行目）

記載のとおりである。 

 ２ 控訴人は，本件書籍は全体として編集著作物としての構成を有すると主張す

るが，当該主張の具体的内容は，本件書籍の各表が編集著作物としての著作物性を

有するというものである。そして，本件書籍の各表の編集著作物性について，その

素材の選択と配列において，読者・ユーザーが明快かつ明確に理解して自らの研究

開発・ビジネスを効果的・効率的に進めるためのヒントを受け止められるように，

工夫されており，そこに控訴人の発想の独創性と個性が発揮されているなどと主張

する。 

 しかし，その主張の実質的内容は，原審において控訴人が本件書籍の各表が著作

物性を有するとして主張した点と同一であって，アイデアの独創性や記載事項の情

報としての価値を述べるものにすぎず，これらが著作権法上の保護の対象となるも

のでないことは，原判決説示のとおり（１１頁２１行目～１２頁５行目）である。 

 そして，本件書籍の各表は，本件書籍の執筆段階において自動車に用いられてい

たプラスチックの種類，採用部位，成形方法等を，当該分類項目に従って詳細かつ
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網羅的に整理したものにすぎず，個別の記載事項が情報として有用であるとしても，

一般的な表形式で整理が行われており，その素材となる各事項の選択又は配列につ

いて，どのような工夫がなされているのかは明らかでなく，控訴人の個性が表れて

いるとは認められない。したがって，素材の選択又は配列によって創作性を認める

ことはできず，本件書籍及び同書籍の各表は，いずれも編集著作物としての著作物

性を有するということはできない。 

 

第５ 結論 

 以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，控訴人の請求はいず

れも理由がなく，これをいずれも棄却した原判決は相当である。よって，主文のと

おり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 

 

 

        裁判長裁判官                      

                   清   水       節 

 

 

 

           裁判官                      

                   池   下       朗 

 

 

 

           裁判官                      

                   新   谷   貴   昭 


